
※裏面の説明を
　    ご確認ください。

（ 

裏 

面 

）

（ 

表 

面 

）

領 収 （ 納 付 受 託 ）済 通 知 書 国 民 年 金国　庫　金

年金特別会計 厚生労働省所管年度 取扱庁番号 取扱庁名

国 民 年 金 勘 定
保 険 料

円

円 円

(

納 付 期 間

～

年

月分

年

納 付 目 的

月分

年 月 日

国 民 年 金 保 険 料

あ て 先  歳 入 徴 収 官
〒100-8916 
東京都千代田区霞が関1-2-2厚生労働省年金局事業管理課長

領 収（ 納 付 受 託 ）控 納付書･領収(納付受託)証書 国民年金国 庫 金

業 務 勘 定
延 滞 金

合 計 額

年

国民年金国 庫 金

)

住所

様

氏名

円

円

円
合 計 額

延 滞 金

保 険 料

国 民 年 金 勘 定
業 務 勘 定

月 日

厚生労働省所管

年金特別会計(0343)

上記の合計額を領収しました。

領収(納付受託)日付等

（厚生労働省年金局送付用）

年金特別会計(0343)

上記の合計額を領収しました。

領収(納付受託)日付等

（収納機関用）

上記の合計額を領収しました。

領収(納付受託)日付等

（納付者渡し）

合 計 額

延 滞 金

保 険 料

年度年度

年度

納 付 書 発 行 年 月 日

厚生労働省所管 厚生労働省所管

2 4 0 18 0 0 0 6 6 4 2 1 厚 国民年金保険料納付目的

納付期間

～

年 月分 年 月分

納付書発行年月日

( )

年 月 日

基 礎 年 金 番 号

年金特別会計(0343)

厚生労働省年金局（国民年金）

（00066421）

翌年度５月１日以降現年度歳入組入

国

取扱庁名

民 年

※納付方法等について、詳しくは裏面の説明をご確認ください。

生 労 働 省 （ 金 ）

厚生労働省年金局（国民年金）

（00066421）
取扱庁名

納付場所　日本銀行本店、支店、代理店又は歳入代理店、納付受託機関、
　　　　　日本年金機構の年金事務所

注　　意　延滞金は、督促を受けた場合に限り督促状に記載されている
　　　　　ところによって納付してください。

0 3 4 3 6 1 1 8

5 6 0 05

上記のとおり納付してください。

基 礎 年 金 番 号

住所

様氏名

収納   
区分

収 納 年 月 日   

納付番号収納機関番号 確認番号

0 5 0 00

Ｃ
Ｖ
Ｓ
用

（
切
り
取
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
）

（
こ
の
通
知
書
は
、
機
械
処
理
さ
れ
ま
す
の
で
、
汚
し
た
り
、
折
り
曲
げ
た
り
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
）

納付場所　日本銀行本店、支店、代理店
          又は歳入代理店、納付受託機関、   
          日本年金機構の年金事務所

年 金 局

（領収（納付受託）済通知書送付先）
  払込店が所在する都道府県を管轄する日本年金機構事務センター内　厚生労働省年金局 
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ら
な
い
で
く
だ
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国民年金保険料納付目的

納付期間

～

年 月分 年 月分

納付書発行年月日

( )

年 月 日

基 礎 年 金 番 号
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※裏面の説明を
　ご確認ください。

こ
の
通
知
は
納
付
書
で
す
が
、
機
械
処
理
の
関
係
で
領
収
済
通
知
書
、

領
収
控
、
納
付
書
・
領
収
証
書
の
順
に
綴
っ
て
あ
り
ま
す
。

納
付
の
際
は
切
り
離
さ
ず
に
納
付
場
所
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

８．４～９．３

８．４～９．３ ８．４～９．３

（8年4月分～9年3月分
　をまとめて納付する
　ときに使用）

国民年金保険料納付書（令和８年４月分～令和９年３月分前納）

前納

前納 前納

この「納付書・領収（納付受託）証書」は大切に保管して
ください。

納付書に記載されている金額の保険料を添えて、金融機関、
郵便局（※1）、コンビニエンスストア（※2）等の窓口
で納付してください。

詳しくは、お近くの年金事務所にお問い合わせください。

すでに納付済みの方や同様の納付書を受け取った方は、
行き違いですのでご了承ください。

「納付期限」と表示のある納付書の場合
　納付期限を経過した場合でも、納付期限から２年間はこの
　納付書で保険料を納付できます。

納付期限は、法令で「納付対象月の翌月末日」と定められて
います。
納付期限までに保険料を納付しないと、障害基礎年金や
遺族基礎年金が受け取れない場合がありますので、忘れずに
納付してください。

保険料の納付方法と納付場所

電子納付（Ｐａｙ－ｅａｓｙ）がご利用できます。
この納付書はＰａｙ－ｅａｓｙ（ペイジー）対応のＡＴＭ、
インターネットバンキング等を利用して納付できます。
納付の際にご利用の金融機関にお問い合わせください。

（※2）保険料額が３０万円を超える納付書は、コンビニエンスストア
       およびスマートフォンからの電子決済では納付できません。

納付期限までに納付してください

納付期限と使用期限について

スマートフォンからの電子決済（※2）がご利用できます。
この納付書はバーコードを利用して決済アプリから
電子決済で納付できます。
納付できる電子決済事業者や納付方法については、ご利用
の電子決済事業者にお問い合わせください。

（※1）簡易郵便局のうち、歳入復々代理店となっていない簡易郵便局
       で納付の手続きをした場合、手続きから領収日まで２営業日
　　　 程度要します。
       納付期限または使用期限をご確認のうえ、お早めに納付の
       手続きをしていただきますようお願いします。

「使用期限」と表示のある納付書の場合
　使用期限を経過すると、この納付書で納付できません。
　前納用納付書については、使用期限を経過していても
　年度内で前納できる期間があれば、新たな納付書を発行
　できます。

取扱金融機関
・全国の銀行　　・信用金庫　　・信用組合　　・労働金庫
・農業協同組合　・漁業協同組合

納付できるコンビニエンスストア等（令和8年4月時点）
・くらしハウス　       　　　　　・スリーエイト　
・生活彩家             　　　　　・セイコーマート
・セブン-イレブン　　　　　　　　・デイリーヤマザキ
・ニューヤマザキデイリーストア　 ・ファミリーマート　
・ポプラ　  　　　　　　　　　　 ・ミニストップ  　
・ヤマザキデイリーストアー　　　 ・ローソン　　 
・ＭＭＫ設置店

見本



※裏面の説明を
　    ご確認ください。
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）

領 収 （ 納 付 受 託 ）済 通 知 書 国 民 年 金国　庫　金

年金特別会計 厚生労働省所管年度 取扱庁番号 取扱庁名

国 民 年 金 勘 定
保 険 料

円

円 円

(

納 付 期 間

～

年

月分

年

納 付 目 的

月分

年 月 日

国 民 年 金 保 険 料

あ て 先  歳 入 徴 収 官
〒100-8916 
東京都千代田区霞が関1-2-2厚生労働省年金局事業管理課長

領 収（ 納 付 受 託 ）控 納付書･領収(納付受託)証書 国民年金国 庫 金

業 務 勘 定
延 滞 金

合 計 額

年

国民年金国 庫 金

)

住所

様

氏名

円

円

円
合 計 額

延 滞 金

保 険 料

国 民 年 金 勘 定
業 務 勘 定

月 日

厚生労働省所管

年金特別会計(0343)

上記の合計額を領収しました。

領収(納付受託)日付等

（厚生労働省年金局送付用）

年金特別会計(0343)

上記の合計額を領収しました。

領収(納付受託)日付等

（収納機関用）

上記の合計額を領収しました。

領収(納付受託)日付等

（納付者渡し）

合 計 額

延 滞 金

保 険 料

年度年度

年度

納 付 書 発 行 年 月 日

厚生労働省所管 厚生労働省所管

2 4 0 18 0 0 0 6 6 4 2 1 厚 国民年金保険料納付目的

納付期間

～

年 月分 年 月分

納付書発行年月日

( )

年 月 日

基 礎 年 金 番 号

年金特別会計(0343)

厚生労働省年金局（国民年金）

（00066421）

翌年度５月１日以降現年度歳入組入

国

取扱庁名

民 年

※納付方法等について、詳しくは裏面の説明をご確認ください。

生 労 働 省 （ 金 ）

厚生労働省年金局（国民年金）

（00066421）
取扱庁名

納付場所　日本銀行本店、支店、代理店又は歳入代理店、納付受託機関、
　　　　　日本年金機構の年金事務所

注　　意　延滞金は、督促を受けた場合に限り督促状に記載されている
　　　　　ところによって納付してください。

0 3 4 3 6 1 1 8

5 6 0 05

上記のとおり納付してください。

基 礎 年 金 番 号

住所

様氏名

収納   
区分

収 納 年 月 日   

納付番号収納機関番号 確認番号

0 5 0 00

Ｃ
Ｖ
Ｓ
用

（
切
り
取
ら
な
い
で
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汚
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げ
た
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。
）

納付場所　日本銀行本店、支店、代理店
          又は歳入代理店、納付受託機関、   
          日本年金機構の年金事務所

年 金 局

（領収（納付受託）済通知書送付先）
  払込店が所在する都道府県を管轄する日本年金機構事務センター内　厚生労働省年金局 
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年 月分 年 月分
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年 月 日

基 礎 年 金 番 号
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※裏面の説明を
　ご確認ください。
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で
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知
書
、
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８

上期
８

上期
８

上期

国民年金保険料納付書（上期前納）

（8年4月～8年9月の6
　カ月分をまとめて納
　付するときに使用）

この「納付書・領収（納付受託）証書」は大切に保管して
ください。

納付書に記載されている金額の保険料を添えて、金融機関、
郵便局（※1）、コンビニエンスストア（※2）等の窓口
で納付してください。

詳しくは、お近くの年金事務所にお問い合わせください。

すでに納付済みの方や同様の納付書を受け取った方は、
行き違いですのでご了承ください。

「納付期限」と表示のある納付書の場合
　納付期限を経過した場合でも、納付期限から２年間はこの
　納付書で保険料を納付できます。

納付期限は、法令で「納付対象月の翌月末日」と定められて
います。
納付期限までに保険料を納付しないと、障害基礎年金や
遺族基礎年金が受け取れない場合がありますので、忘れずに
納付してください。

保険料の納付方法と納付場所

電子納付（Ｐａｙ－ｅａｓｙ）がご利用できます。
この納付書はＰａｙ－ｅａｓｙ（ペイジー）対応のＡＴＭ、
インターネットバンキング等を利用して納付できます。
納付の際にご利用の金融機関にお問い合わせください。

（※2）保険料額が３０万円を超える納付書は、コンビニエンスストア
       およびスマートフォンからの電子決済では納付できません。

納付期限までに納付してください

納付期限と使用期限について

スマートフォンからの電子決済（※2）がご利用できます。
この納付書はバーコードを利用して決済アプリから
電子決済で納付できます。
納付できる電子決済事業者や納付方法については、ご利用
の電子決済事業者にお問い合わせください。

（※1）簡易郵便局のうち、歳入復々代理店となっていない簡易郵便局
       で納付の手続きをした場合、手続きから領収日まで２営業日
　　　 程度要します。
       納付期限または使用期限をご確認のうえ、お早めに納付の
       手続きをしていただきますようお願いします。

「使用期限」と表示のある納付書の場合
　使用期限を経過すると、この納付書で納付できません。
　前納用納付書については、使用期限を経過していても
　年度内で前納できる期間があれば、新たな納付書を発行
　できます。

取扱金融機関
・全国の銀行　　・信用金庫　　・信用組合　　・労働金庫
・農業協同組合　・漁業協同組合

納付できるコンビニエンスストア等（令和8年4月時点）
・くらしハウス　       　　　　　・スリーエイト　
・生活彩家             　　　　　・セイコーマート
・セブン-イレブン　　　　　　　　・デイリーヤマザキ
・ニューヤマザキデイリーストア　 ・ファミリーマート　
・ポプラ　  　　　　　　　　　　 ・ミニストップ  　
・ヤマザキデイリーストアー　　　 ・ローソン　　 
・ＭＭＫ設置店

見本



※裏面の説明を
　    ご確認ください。

（ 

裏 

面 

）

（ 

表 

面 

）

領 収 （ 納 付 受 託 ）済 通 知 書 国 民 年 金国　庫　金

年金特別会計 厚生労働省所管年度 取扱庁番号 取扱庁名

国 民 年 金 勘 定
保 険 料

円

円 円

(

納 付 期 間

～

年

月分

年

納 付 目 的

月分

年 月 日

国 民 年 金 保 険 料

あ て 先  歳 入 徴 収 官
〒100-8916 
東京都千代田区霞が関1-2-2厚生労働省年金局事業管理課長

領 収（ 納 付 受 託 ）控 納付書･領収(納付受託)証書 国民年金国 庫 金

業 務 勘 定
延 滞 金

合 計 額

年

国民年金国 庫 金

)

住所

様

氏名

円

円

円
合 計 額

延 滞 金

保 険 料

国 民 年 金 勘 定
業 務 勘 定

月 日

厚生労働省所管

年金特別会計(0343)

上記の合計額を領収しました。

領収(納付受託)日付等

（厚生労働省年金局送付用）

年金特別会計(0343)

上記の合計額を領収しました。

領収(納付受託)日付等

（収納機関用）

上記の合計額を領収しました。

領収(納付受託)日付等

（納付者渡し）

合 計 額

延 滞 金

保 険 料

年度年度

年度

納 付 書 発 行 年 月 日

厚生労働省所管 厚生労働省所管

2 4 0 18 0 0 0 6 6 4 2 1 厚 国民年金保険料納付目的

納付期間

～

年 月分 年 月分

納付書発行年月日

( )

年 月 日

基 礎 年 金 番 号

年金特別会計(0343)

厚生労働省年金局（国民年金）

（00066421）

翌年度５月１日以降現年度歳入組入

国

取扱庁名

民 年

※納付方法等について、詳しくは裏面の説明をご確認ください。

生 労 働 省 （ 金 ）

厚生労働省年金局（国民年金）

（00066421）
取扱庁名

納付場所　日本銀行本店、支店、代理店又は歳入代理店、納付受託機関、
　　　　　日本年金機構の年金事務所

注　　意　延滞金は、督促を受けた場合に限り督促状に記載されている
　　　　　ところによって納付してください。

0 3 4 3 6 1 1 8

5 6 0 05

上記のとおり納付してください。

基 礎 年 金 番 号

住所

様氏名

収納   
区分

収 納 年 月 日   

納付番号収納機関番号 確認番号

0 5 0 00

Ｃ
Ｖ
Ｓ
用

（
切
り
取
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
）

（
こ
の
通
知
書
は
、
機
械
処
理
さ
れ
ま
す
の
で
、
汚
し
た
り
、
折
り
曲
げ
た
り
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
）

納付場所　日本銀行本店、支店、代理店
          又は歳入代理店、納付受託機関、   
          日本年金機構の年金事務所

年 金 局

（領収（納付受託）済通知書送付先）
  払込店が所在する都道府県を管轄する日本年金機構事務センター内　厚生労働省年金局 
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翌年度５月１日以降現年度歳入組入 翌年度５月１日以降現年度歳入組入

Ｘ Ｘ

Z 9ＸＸ

Z 9

（
切
り
取
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
）

円

円

円

Z Z Z Z 9Z Z

Z Z Z Z 9Z Z

9ZZZZZZ

国民年金保険料納付目的

納付期間

～

年 月分 年 月分

納付書発行年月日

( )

年 月 日

基 礎 年 金 番 号

Ｘ Ｘ

Z 9 Z 9 Z 9 Z 9

Z 9Z 9 Z 9

ＸＸ ＸＸ

ＸＸ

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
国 民 年 金 勘 定
業 務 勘 定

Z 9ＸＸ

※裏面の説明を
　ご確認ください。

こ
の
通
知
は
納
付
書
で
す
が
、
機
械
処
理
の
関
係
で
領
収
済
通
知
書
、

領
収
控
、
納
付
書
・
領
収
証
書
の
順
に
綴
っ
て
あ
り
ま
す
。

納
付
の
際
は
切
り
離
さ
ず
に
納
付
場
所
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

８

下期
８

下期
８

下期

国民年金保険料納付書（下期前納）

（8年10月～9年3月の6
　カ月分をまとめて納
　付するときに使用）

この「納付書・領収（納付受託）証書」は大切に保管して
ください。

納付書に記載されている金額の保険料を添えて、金融機関、
郵便局（※1）、コンビニエンスストア（※2）等の窓口
で納付してください。

詳しくは、お近くの年金事務所にお問い合わせください。

すでに納付済みの方や同様の納付書を受け取った方は、
行き違いですのでご了承ください。

「納付期限」と表示のある納付書の場合
　納付期限を経過した場合でも、納付期限から２年間はこの
　納付書で保険料を納付できます。

納付期限は、法令で「納付対象月の翌月末日」と定められて
います。
納付期限までに保険料を納付しないと、障害基礎年金や
遺族基礎年金が受け取れない場合がありますので、忘れずに
納付してください。

保険料の納付方法と納付場所

電子納付（Ｐａｙ－ｅａｓｙ）がご利用できます。
この納付書はＰａｙ－ｅａｓｙ（ペイジー）対応のＡＴＭ、
インターネットバンキング等を利用して納付できます。
納付の際にご利用の金融機関にお問い合わせください。

（※2）保険料額が３０万円を超える納付書は、コンビニエンスストア
       およびスマートフォンからの電子決済では納付できません。

納付期限までに納付してください

納付期限と使用期限について

スマートフォンからの電子決済（※2）がご利用できます。
この納付書はバーコードを利用して決済アプリから
電子決済で納付できます。
納付できる電子決済事業者や納付方法については、ご利用
の電子決済事業者にお問い合わせください。

（※1）簡易郵便局のうち、歳入復々代理店となっていない簡易郵便局
       で納付の手続きをした場合、手続きから領収日まで２営業日
　　　 程度要します。
       納付期限または使用期限をご確認のうえ、お早めに納付の
       手続きをしていただきますようお願いします。

「使用期限」と表示のある納付書の場合
　使用期限を経過すると、この納付書で納付できません。
　前納用納付書については、使用期限を経過していても
　年度内で前納できる期間があれば、新たな納付書を発行
　できます。

取扱金融機関
・全国の銀行　　・信用金庫　　・信用組合　　・労働金庫
・農業協同組合　・漁業協同組合

納付できるコンビニエンスストア等（令和8年4月時点）
・くらしハウス　       　　　　　・スリーエイト　
・生活彩家             　　　　　・セイコーマート
・セブン-イレブン　　　　　　　　・デイリーヤマザキ
・ニューヤマザキデイリーストア　 ・ファミリーマート　
・ポプラ　  　　　　　　　　　　 ・ミニストップ  　
・ヤマザキデイリーストアー　　　 ・ローソン　　 
・ＭＭＫ設置店

見本



※裏面の説明を
　    ご確認ください。

（ 

裏 

面 

）

（ 

表 

面 

）

領 収 （ 納 付 受 託 ）済 通 知 書 国 民 年 金国　庫　金

年金特別会計 厚生労働省所管年度 取扱庁番号 取扱庁名

国 民 年 金 勘 定
保 険 料

円

円 円

(

納 付 期 間

～

年

月分

年

納 付 目 的

月分

年 月 日

国 民 年 金 保 険 料

あ て 先  歳 入 徴 収 官
〒100-8916 
東京都千代田区霞が関1-2-2厚生労働省年金局事業管理課長

領 収（ 納 付 受 託 ）控 納付書･領収(納付受託)証書 国民年金国 庫 金

業 務 勘 定
延 滞 金

合 計 額

年

国民年金国 庫 金

)

住所

様

氏名

円

円

円
合 計 額

延 滞 金

保 険 料

国 民 年 金 勘 定
業 務 勘 定

月 日

厚生労働省所管

年金特別会計(0343)

上記の合計額を領収しました。

領収(納付受託)日付等

（厚生労働省年金局送付用）

年金特別会計(0343)

上記の合計額を領収しました。

領収(納付受託)日付等

（収納機関用）

上記の合計額を領収しました。

領収(納付受託)日付等

（納付者渡し）

合 計 額

延 滞 金

保 険 料

年度年度

年度

納 付 書 発 行 年 月 日

厚生労働省所管 厚生労働省所管

2 4 0 18 0 0 0 6 6 4 2 1 厚 国民年金保険料納付目的

納付期間

～

年 月分 年 月分

納付書発行年月日

( )

年 月 日

基 礎 年 金 番 号

年金特別会計(0343)

厚生労働省年金局（国民年金）

（00066421）

翌年度５月１日以降現年度歳入組入

国

取扱庁名

民 年

※納付方法等について、詳しくは裏面の説明をご確認ください。

生 労 働 省 （ 金 ）

厚生労働省年金局（国民年金）

（00066421）
取扱庁名

納付場所　日本銀行本店、支店、代理店又は歳入代理店、納付受託機関、
　　　　　日本年金機構の年金事務所

注　　意　延滞金は、督促を受けた場合に限り督促状に記載されている
　　　　　ところによって納付してください。

0 3 4 3 6 1 1 8

5 6 0 05

上記のとおり納付してください。

基 礎 年 金 番 号

住所

様氏名

収納   
区分

収 納 年 月 日   

納付番号収納機関番号 確認番号

0 5 0 00

Ｃ
Ｖ
Ｓ
用

（
切
り
取
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
）

（
こ
の
通
知
書
は
、
機
械
処
理
さ
れ
ま
す
の
で
、
汚
し
た
り
、
折
り
曲
げ
た
り
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
）

納付場所　日本銀行本店、支店、代理店
          又は歳入代理店、納付受託機関、   
          日本年金機構の年金事務所

年 金 局

（領収（納付受託）済通知書送付先）
  払込店が所在する都道府県を管轄する日本年金機構事務センター内　厚生労働省年金局 
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円

円

円

Z Z Z Z 9Z Z

Z Z Z Z 9Z Z
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国民年金保険料納付目的

納付期間

～

年 月分 年 月分

納付書発行年月日

( )

年 月 日

基 礎 年 金 番 号

Ｘ Ｘ

Z 9 Z 9 Z 9 Z 9

Z 9Z 9 Z 9
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9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
国 民 年 金 勘 定
業 務 勘 定
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こ
の
通
知
は
納
付
書
で
す
が
、
機
械
処
理
の
関
係
で
領
収
済
通
知
書
、

領
収
控
、
納
付
書
・
領
収
証
書
の
順
に
綴
っ
て
あ
り
ま
す
。

納
付
の
際
は
切
り
離
さ
ず
に
納
付
場
所
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

８

４

（各月で納付するとき
　に使用）

８

４
８

４

国民年金保険料納付書（各月）

※納付期限から２年間
  はこの納付書で納付
  できます。

この「納付書・領収（納付受託）証書」は大切に保管して
ください。

納付書に記載されている金額の保険料を添えて、金融機関、
郵便局（※1）、コンビニエンスストア（※2）等の窓口
で納付してください。

詳しくは、お近くの年金事務所にお問い合わせください。

すでに納付済みの方や同様の納付書を受け取った方は、
行き違いですのでご了承ください。

「納付期限」と表示のある納付書の場合
　納付期限を経過した場合でも、納付期限から２年間はこの
　納付書で保険料を納付できます。

納付期限は、法令で「納付対象月の翌月末日」と定められて
います。
納付期限までに保険料を納付しないと、障害基礎年金や
遺族基礎年金が受け取れない場合がありますので、忘れずに
納付してください。

保険料の納付方法と納付場所

電子納付（Ｐａｙ－ｅａｓｙ）がご利用できます。
この納付書はＰａｙ－ｅａｓｙ（ペイジー）対応のＡＴＭ、
インターネットバンキング等を利用して納付できます。
納付の際にご利用の金融機関にお問い合わせください。

（※2）保険料額が３０万円を超える納付書は、コンビニエンスストア
       およびスマートフォンからの電子決済では納付できません。

納付期限までに納付してください

納付期限と使用期限について

スマートフォンからの電子決済（※2）がご利用できます。
この納付書はバーコードを利用して決済アプリから
電子決済で納付できます。
納付できる電子決済事業者や納付方法については、ご利用
の電子決済事業者にお問い合わせください。

（※1）簡易郵便局のうち、歳入復々代理店となっていない簡易郵便局
       で納付の手続きをした場合、手続きから領収日まで２営業日
　　　 程度要します。
       納付期限または使用期限をご確認のうえ、お早めに納付の
       手続きをしていただきますようお願いします。

「使用期限」と表示のある納付書の場合
　使用期限を経過すると、この納付書で納付できません。
　前納用納付書については、使用期限を経過していても
　年度内で前納できる期間があれば、新たな納付書を発行
　できます。

取扱金融機関
・全国の銀行　　・信用金庫　　・信用組合　　・労働金庫
・農業協同組合　・漁業協同組合

納付できるコンビニエンスストア等（令和8年4月時点）
・くらしハウス　       　　　　　・スリーエイト　
・生活彩家             　　　　　・セイコーマート
・セブン-イレブン　　　　　　　　・デイリーヤマザキ
・ニューヤマザキデイリーストア　 ・ファミリーマート　
・ポプラ　  　　　　　　　　　　 ・ミニストップ  　
・ヤマザキデイリーストアー　　　 ・ローソン　　 
・ＭＭＫ設置店

見本


